
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 25 年７月から９月の裁決事例             

Ｑ：平成25年７月から９月の裁決事例が公

表されたそうですが、どんなものがありまし

たか？ 

                                              

Ａ：国税通則法関係６件、所得税法関係６

件、法人税法関係３件、相続税法関係４件、

国税徴収法関係２件の全21件が公表されまし

た。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成25年７

月から９月の裁決事例が公表されました。 

主なものには、次のようなものがあります。 

 [法人税関係] 

  ◎未経過固定資産税等相当額は譲受資産に

係る購入対価を構成するものとして固定資産

の取得価額に算入すべきであるとした事例 

  請求人は、不動産を譲り受けた際に譲渡人

に支払った未経過固定資産税等相当額は、固

定資産税等そのものであり租税公課であるか

ら不動産の取得価額に含まれない旨主張する。

しかしながら、請求人が支払った未経過固定

資産税等相当額は、租税公課としての負担で

はなく、あくまでも売買の取引条件として負

担したものであることから、請求人にとって

は、譲受けに係る資産の購入の代価の一部と

して支払ったものであり、固定資産である本

件建物及び本件土地の取得価額に含まれると

するのが相当であるとして、請求人の主張を

棄却しました。 
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